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（１）制度の概要
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輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が「防衛装備※」
に該当し、特に慎重な検討を要する重要な案件については、防衛
装備移転三原則に基づく国家安全保障会議における審議が必要。
「防衛装備」：「武器（＝輸出令別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の
用に供されるもの）」及び「武器技術（＝武器の設計、製造又は使用に係る技術）」

⚫以下の3つの原則をすべて満たした場合に限り、輸出が認められ得る。

（原則1）「移転が禁止される場合」に該当しない

・条約や国連安保理の決議に基づく義務に違反しない場合
・「紛争当事国」への移転ではない場合

（原則2）「移転を認め得る場合」に該当する

・平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合
• 我が国の安全保障に資する場合（国際共同開発・生産、自衛隊の活動に係る輸出）

（原則3）移転後の適正管理が確保されている

・事前同意なき目的外使用や第三国移転の禁止

防衛装備移転三原則（平成26年4月1日 閣議決定）
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罰 則 等 （平成29年の法改正により罰則が強化。）

➢刑事罰等(（ 外国為替及び外国貿易法第69条の6- 第73条）

違反行為
平成29年10月1日以前の違法行為 平成29年10月1日以降の違法行為

懲役刑 罰金刑 懲役刑 罰金刑

技術提供取引・輸出

（許可義務違
反）仲介貿易
取引

（許可義務違反）

【大量破壊兵器関連】

10年以下 1000万円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

【大量破壊兵器関連】個人3000万円以下

同左 法人10億円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

【通常兵器関連】

7年以下 700万円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

【通常兵器関連】個人2000万円以下

同左 法人7億円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

技術記録媒体の持出し
（許可義務違反）

5年以下 500万円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

同左 個人1000万円以下

法人5億円以下
（輸出・取引額の5倍以下）

不正な手段による許可取得 3年以下 100万円以下
（輸出・取引額の3倍以下）

同左 同左

➢ 時効（刑事訴訟法第250条第2項）
【大量破壊兵器関連】
⚫ 15年未満の懲役に当たる罪・・・・・・・・7年

【通常兵器関連】
⚫ 10年未満の懲役に当たる罪・・・・・・･5年

⚫ 5年未満の懲役に当たる罪・・・・・・・・3年

➢ 行政制裁

⚫ 無許可の輸出又は技術提供を行った者に対して、3年以内の輸出・技術の提供を禁止

⚫ 輸出入禁止命令に対する別会社を使った制裁逃れに対応するため、別会社の担当役員等への就任等の禁止
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２０１３年度 役務通達改正の概要

・通達改正（平成 25年 6月 21日付け改正）
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機密性 0機
密性 0外為法との関連が想定されるサービス形態の例

サービス事業者の

サーバ

（海外）

サービス利用者の
コンピュータ（日本国内）

③ID等があれば、

どこからでもデータに
アクセスできる

任意の
コンピュータ

サービス利用者の

コンピュータ（海外）
②データ入力

サービス事業者の

サーバ

サービス事業者

③アウトプット

の出力

大量破壊兵器に
関するソフトウェア

①大量破壊兵器
に関する

ソフトウェアの

リリース

機密性 0機
密性 0いわゆるクラウドコンピューティングサービスの考え方について

– 保管だけが目的であれば、原
則として許可不要

– ただし、実質的には「(外為法上
の規制技術を)提供することを目
的とする取引」といえる場合に
は、許可が必要
• 自分がストレージに保管している

特定技術を、サービス提供者等が
閲覧、取得又は利用していること
を知っていたり、契約後に知った
にもかかわらず放置していた場合
等がこれにあたります。

• ストレージサービス • SaaS等
– プログラムを利用できる状態に置

くことになるので、そのプログラ
ムが外為法上の規制技術である場
合は許可が必要
• ただし、そのプログラムが市販プ

ログラムに該当する場合は、特例
により許可不要です。

• サービス提供者がプログラムをサー
ビス利用者にとって利用できる状態
に置いた時点で「提供」することに
なるので、役務取引許可申請が必要
な場合はそれ以前に許可を得てくだ
さい。

①「ストレージサービス」と呼ばれる、電子データをインターネットを介して外部
サーバーに保管することができるサービス、及び、②「SaaS（Software as a 
Service）」と呼ばれる、アプリケーションプログラム等をダウンロードせずともイ
ンターネットを介して利用することができるサービスについて、役務通達を改正し、
外為法上の規制範囲を明確化しました。

（2013年6月21日公布、同年9月1日施行）
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①ストレージサービス

サービス利用者が、サービス事業者のサーバ

に大量破壊兵器などに関するデータをアップ
ロードし、サービス事業者がこれを保管する。

② S a a S（ = Software as a Service）
サービス利用者がプログラムをダウンロード

することなく、インターネットを通じて、サー
ビス事業者のサーバ上にあるプログラムを利用
できるようにする。

①利用者が、

大量破壊兵器に

関する技術情報を

アップロード

②事業者が

預けられたデータを

保管

安全保障貿易管理ホームページに、具体的な事例に則したQ&Aを掲載して
おりますので、役務通達と合わせてご確認ください。



２０２１年度政省令等改正の概要
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（２）リスト規制関連資料
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項番 項目 項番 項目 用語

【測定方法】

　（五）　平面研削盤

  （一）　歯車

  （二）　クランク軸又はカム軸

  （三）　工具又は刃物

  （四）　押出機のウォーム

　（五）　宝石

  （六）　義歯

ニ 　次のいずれかの方法を用いるもの

　（一）　磁性流体研磨法

　（二）　電気粘性流体研磨法

　（三）　エネルギー粒子ビーム研磨法

　（四）　膨張膜研磨法

　（五）　流体ジェット研磨法

電子制御装置を取り
付けることができるも
の

２の「電子制御装置を取り付けることができるも
の」の解釈に同じ。

2B001f

貨物等省令
第５条
第四号

数値制御を行うことができる光学仕
上げ工作機械であって、選択的に材
料を除去することにより非球形な光
学的表面に加工することができるも
ののうち、次のイからニまでの全てに
該当するもの

2B002

電気粘性流体研磨
法イ 　仕上がり形状寸法公差が1.0マイ

クロメートル未満のもの

エネルギー粒子ビー
ム研磨法

反応性電子プラズマ（ＲＡＰ）又はイオンビームを
用いて選択的に材料を除去する方法をいう。ロ　 仕上げの表面粗さの２乗平均平

方根が１００ナノメートル未満のもの

膨張膜研磨法

液体の噴流を用いて材料を除去する方法をい
う。

回転軸 ２の「回転軸」の解釈に同じ。

貨物等省令
第５条
第三号

工作機械（金属、セラミック又は複合
材料を加工することができるものに限
る。）であって、電子制御装置を取り
付けることができるもののうち、深穴
ボール盤若しくは旋削をすることがで
きるもの（深穴あけをすることができ
るものに限る。）で、深さが５，０００ミ
リメートルを超える穴をあけることが
できるもの

  

被加工物に密着するように変形する加圧された
薄膜を用いる方法をいう。ハ　 輪郭制御をすることができる軸

数が４以上のもの

流体ジェット研磨法

２の「棒材作業用の旋盤」の解釈に同じ。

一方向位置決めの
繰返し性

国際規格ＩＳＯ２３０－２：２０１４の３．２１に定め
る工作機械の各軸のＲ↑とＲ↓（行きの方向と
帰りの方向の一方向位置決めの繰返し性の数
値）の小さい方の数値をいう。

  　１．申告値を定める型式の工作機械を５台選
ぶ。

 　 ２．ＩＳＯ２３０－２：２０１４で定める測定方法
により５台の機械の各直線軸について一方向位
置決めの繰返し性をそれぞれ測定する。
　一方向位置決めの繰返し性の数値は、国際規
格ＩＳＯ２３０－２：２０１４に定義される測定の不
確かさを考慮に入れない。

２の「フライス削り」の解釈に同じ。

　（一）　一方向位置決めの繰返し性の測定中の
送り（スライドの送り）は、早送り指令とすること。

　（二）　工作機械は、輸出される形態で装備す
る全ての機械的、電子的又はソフトウェアによる
補正を行って測定すること。

フライス削り

貨物等省令第５条第
二号イ中の棒材作業
用の旋盤

ニ　　測定結果の表示方法

　　　一方向位置決めの繰返し性の測定結果の
表示には、国際規格ＩＳＯ２３０－２：２０１４の表
２（Typical test results（tests for linear axis up
to 2000 mm））及び表３（Example of test report
information complementing graphical
representation of results shown in Figure 2 and
Figure3）並びに図２（Bi-directional error（s）
and positioning repeatability））に倣った表及び
図を含み、実際に設定した測定条件及び測定プ
ログラムについても併せて表示すること。

ホ　　測定結果の評価方法

　（一）　一方向位置決めの繰返し性の数値は、
国際規格ＩＳＯ２３０－２：２０１４で記述されてい
るUnidirectional Positioning Repeatability（ＵＰ
Ｒ）の数値とする。

　（二）　一方向位置決めの繰返し性の数値は、
国際規格ＩＳＯ２３０－２：２０１４に定義される測
定の不確かさを考慮に入れない。

貨物等省令第５条第
二号イ、ロ及びハ中
の一方向位置決め
の繰返し性

工作機械個々の一方向位置決めの繰返し性の
検査に代えて、次の方法で求めた工作機械の型
式毎の一方向位置決めの繰返し性の申告値を
用いてもよい。
また、製造者が保証する工作機械の型式毎の
一方向位置決めの繰返し性の値（当該工作機
械の仕様書、カタログ類等に基づく測定値を含
む。）が、貨物等省令第５条第二号イ（一）若しく
は（二）、ロ（一）から（三）まで又はハ（一）若しく
は（二）に規定する一方向位置決めの繰返し性
の値に達する場合、当該工作機械については、
左記の一方向位置決めの繰返し性についての
各規定に該当するものと判断して差し支えない。

注１：一方向位置決めの繰返し性の申告値と
は、当該型式の一方向位置決めの繰返し性の
代表値として、審査当局に提出する数値をいう。

注２：一方向位置決めの繰返し性の申告値の定
め方

　（四）　　ジグ研削盤として使用する
ように設計した工作機械であって、一
方向位置決めの繰返し性が０．００１
１ミリメートル未満のＺ軸又はＷ軸を
有しないもの

　（二）　一方向位置決めの繰返し性の測定は、
目標位置へ動くのにその都度出発位置に戻るこ
となく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタ
ルの方法で行うこと。

ニ　　放電加工（ワイヤ放電加工を除
く。）をすることができる工作機械で
あって、輪郭制御をすることができる
回転軸の数が２以上のもの

　（三）　一つの軸の一方向位置決めの繰返し性
の測定中にあっては、測定されていない軸のス
ライドを可動範囲の中央に置くよう努めること。ホ　　液体ジェット加工をすることがで

きる工作機械、電子ビーム加工機又
はレーザー加工機であって、次の
（一）及び（二）に該当する回転軸の
数が少なくとも２以上のもの

ハ　　測定上の注意点

　　　長さが２メートルを超える軸の測定は、２
メートルの測定単位を複数設定して測定を行う。
長さが４メートルを超える軸については、軸の全
長にわたって均等に配置した複数の２メートル
の測定単位ごとに測定を行う。（例えば、軸の長
さが４メートル超過８メートル以下のものは２回
の測定を行い、８メートル超過１２メートル以下の
ものは３回の測定を行う。）
　それぞれの２メートルの測定単位を軸の全長
にわたって均等に配置するよう、測定単位に含
まれない部分については、開始部、中間部及び
終点部が等間隔になるように分割する。
　全ての測定単位の測定結果のうち最小のもの
を、一方向位置決めの繰返し性の値とする。

　（一）　輪郭制御をすることができる
もの

　（二）　回転軸の位置決め精度が０．
００３度未満のもの

ヘ　　工作機械であって、次のいずれ
かを製造するためのみに使用するよ
うに設計したもの

　（一）　いずれか１軸以上の直線軸
の一方向位置決めの繰返し性が０．
００１１ミリメートル以下のものであっ
て、輪郭制御をすることができる軸数
が３又は４のもの

　（三）　測定に用いる測定装置の測定精度は、
被測定の工作機械の位置決め精度の４倍より
良い精度であること。なお、レーザー測定装置を
使用する場合には、温度、気圧、湿度等の影響
を避けるために、エアーセンサー及び物体温度
センサーを使用した自動補正又は手動補正を適
宜行うこと。

　（二）　輪郭制御をすることができる
軸数が５以上のものであって、次のい
ずれかに該当するもの

　　　１　　移動量が１メートル未満の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
１１ミリメートル以下のもの

　　　２　　移動量が１メートル以上４
メートル未満の直線軸のうち、いずれ
か１軸以上の一方向位置決めの繰返
し性が０．００１４ミリメートル以下のも
の

　（四）　工場の電源電圧及び周波数は電子機
器（モータ、サーボアンプ及びＮＣ装置）の定格
の範囲内であること。また、停電又は電源の遮
断があった場合には、慣らし運転及び測定を始
めから行うこと。

　　　３　　移動量が４メートル以上の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
６ミリメートル以下のもの

　（三）　円筒外面研削盤、円筒内面
研削盤又は円筒内外面研削盤であっ
て、円筒で外径又は長さが１５０ミリ
メートル以内のものを研削するように
設計したもの

ロ　　測定プログラム

ロ　　フライス削りをすることができる
工作機械であって、次のいずれかに
該当するもの

　（一） 　輪郭制御をすることができる
直線軸の数が３で、かつ、輪郭制御を
することができる回転軸の数が１のも
のであって、次のいずれかに該当す
るもの 輪郭制御 ２の「輪郭制御」の解釈に同じ。

　　　１　　移動量が１メートル未満の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
０９ミリメートル以下のもの

　　　３　　移動量が４メートル以上の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
６ミリメートル以下のもの

イ 　測定条件

　（一）　測定の１２時間前及び測定中において
は、工作機械及び一方向位置決めの繰返し性
の測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。予
備測定（慣らし運転）中に工作機械のスライド
は、本測定と同じ方法で周期的な連続運転を行
うこと。ただし、工作機械の機体の温度が室温、
測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態
を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平
衡に達していることを確認することができれば、
上記条件（測定前に工作機械及び測定装置を
同一環境温度下に置く時間）を満足しなくともよ
い。

　（三）　ジグ中ぐり盤であって、いず
れか１軸以上の直線軸の一方向位
置決めの繰返し性が０．００１１ミリ
メートル以下のもの

　（四）　フライカッティングを行うように
専用設計された工作機械であって、
次の１及び２に該当するもの

　　　１　　スピンドルを１回転させた場
合におけるスピンドルの半径方向及
び軸方向の振れがそれぞれ０．０００
４ミリメートル未満のもの

　　　２　　３００ミリメートルを超える移
動距離における真直度が２秒未満の
もの

輪郭制御をすること
ができる軸数

２の「輪郭制御をすることができる軸数」の解釈に同じ。

　（二）　輪郭制御をすることができる
軸数が５以上のものであって、次のい
ずれかに該当するもの

　　　１　　移動量が１メートル未満の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
０９ミリメートル以下のもの 国際規格ＩＳＯ２３０－２：２０１４の直線軸に関す

る測定方法に基づき、下記の測定要件を追加し
て測定するものとする。

　　　２　　移動量が１メートル以上４
メートル未満の直線軸のうち、いずれ
か１軸以上の一方向位置決めの繰返
し性が０．００１４ミリメートル以下のも
の

　　　２　　移動量が１メートル以上の
直線軸のうち、いずれか１軸以上の
一方向位置決めの繰返し性が０．００
１１ミリメートル以下のもの

輸出令
第６項
（１）

貨物等省令
第５条
第一号

2A001

イ　　玉軸受又はころ軸受（円すいこ
ろ軸受を除く。）であって、内輪、外輪
及び転動体の全てがモネル製又はベ
リリウム製のもののうち、日本産業規
格Ｂ１５１４―１号で定める精度の等
級が２級又は４級以上のもの

貨物等省令第５条第
一号イ中の内輪、外
輪及び転動体

イ　内輪及び外輪とは、国際規格ＩＳＯ５５９３：１
９９７で定める一列以上の軌道を持つラジアル軸
受の環状の部品をいう。
ロ　転動体とは、国際規格ＩＳＯ５５９３：１９９７で
定める両軌道の間を転がる玉又はころをいう。

ロ　　削除

  （二）　全電磁式で、かつ、三次元ホ
モポーラバイアス励磁方式のアクチュ
エータを用いるもの

  （三）　温度が１７７度以上で用いる
ことができる位置検出器を有するもの

軸受又はその部分品（４
の項の中欄に掲げるもの
を除く。）

2B001

貨物等省令第５条第
二号中の工作機械

複数の対象となる加工方法を行うことができる
工作機械（貨物等省令第５条第二号イ（三）に該
当するものを除く。）にあっては、可能な全ての
加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確
認し判断すること。
旋削、フライス削り又は研削の能力に加えて積
層造形の能力を有する工作機械は、関係する規
制項目を確認し、判断すること。

イ　　旋削をすることができる工作機
械であって、輪郭制御をすることがで
きる軸数が２以上のもののうち、次の
いずれかに該当するもの（（三）に該
当するものを除く。）

電子制御装置 ２の「電子制御装置」の解釈に同じ。

　（一）　移動量が１メートル未満の直
線軸のうち、いずれか１軸以上の一
方向位置決めの繰返し性が０．０００
９ミリメートル以下のもの

旋削

ハ　　能動型の磁気軸受システムで
あって、次のいずれかに該当するも
の又はそのために特に設計した部分
品

磁性流体研磨法 磁界によってその粘度を制御する研磨用の磁性
流体を用いて材料を除去する方法をいう。

電場によってその粘度を制御する研磨液を用い
て材料を除去する方法をいう。

　　４．なお、貨物等省令第５条第二号イからハ
までに該当しない仕様の工作機械であって、一
方向位置決めの繰返し性に係る申告値ＵＰＲが
各工作機械の一方向位置決めの繰返し性に係
る規制値に０．０００７ミリメートルを加えた値以
下の場合、当該工作機械の製造者は、１８ヶ月
ごとに一方向位置決めの繰返し性に係る申告値
を再確認しなければならない。

輸出令第
６項（２）

数値制御を行うことがで
きる工作機械

貨物等省令
第５条
第二号

工作機械（金属、セラミック又は複合
材料を加工することができるものに限
る。）であって、電子制御装置を取り
付けることができるもののうち、次の
イからホまでのいずれかに該当する
もの（ヘに該当するもの及び光学仕
上げ工作機械を除く。）

ハ　　研削をすることができる工作機
械であって、次のいずれかに該当す
るもの（次の（三）から（五）までのい
ずれかに該当するものを除く。）

２の「旋削」の解釈に同じ。

コンタクトレンズの製造
用に設計したものであっ
て、次のすべてに該当
するものを除く。
イ　　パートプログラム
データの入力に用いる
眼用ソフトウェアの使用
に限定されたマシンコン
トローラーを有するもの
ロ　　真空チャッキングを
有しないもの

　（三）　棒材作業用の旋盤のうち、ス
ピンドル貫通穴から材料を差し込み
加工するものであって、次の１及び２
に該当するもの

　　　１　　加工できる材料の最大直径
が４２ミリメートル以下のもの

　　　２　　チャックを取り付けることが
できないもの

１３．推進装置 / １４．その他 /

解釈輸出令第６項

輸出令
第６項

次に掲げる貨物（２の項
の中欄に掲げるものを除
く。）であつて、経済産業
省令で定める仕様のもの

貨物等省令
第５条

輸出令別表第１の６の項の経済産業
省令で定める仕様のものは、次のい
ずれかに該当するものとする。

用語の意味

３の２．生物兵器 /

赤字：令和３年１２月１５日より施行の
改正箇所

５．先端素材 / ６．材料加工 /
８．電子計算機 /

数値制御 ２の「数値制御」の解釈に同じ。

１５．機微品目

　　３．次に、各直線軸（Ｘ、Ｙ、・・・）について、５
台全ての機械の一方向位置決めの繰返し性の
算術平均値ＵＰＲをそれぞれ算出する。これらの
算術平均値ＵＰＲが、当該型式における各々の
軸の一方向位置決めの繰返し性の申告値（ＵＰ
Ｒｘ、ＵＰＲｙ、・・・）となる。すなわち、申告値は、
機械の直線軸の数だけ存在する。

貨物等省令第５条第
二号イ中のチャック

２の「チャック」の解釈に同じ。

貨物等省令第５条第
二号ハ（四）中のＺ軸
又はＷ軸

国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日本産業規格Ｂ６３
１０（２００３）（産業オートメーションシステム－機
械及び装置の制御－座標系及び運動の記号））
で定めるＺ軸又はＷ軸

貨物等省令第５条第
二号ホ中の精度

一般に不正確さとして測定され、採用される標準
又は真値に対する表示値の正又は負の最大偏
差をいう。

軸受又はその部分品であって、次の
いずれかに該当するもの

（注）ECCN（輸出規制品目分類番号；Export Control Classification Number）は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のも
のです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN（2013年10月時点で公表されているもの）を参
考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCN
を確認してください。

貨物等省令第５条

  （一）　磁束密度が２テスラ以上で、
かつ、降伏点が４１４メガパスカルを
超える材料からなるもの

（参考）関係す
るECCN番号

　（二）　移動量が１メートル以上の直
線軸のうち、いずれか１軸以上の一
方向位置決めの繰返し性が０．００１
１ミリメートル以下のもの

旋削をすることがで
きる工作機械

輸出令及び貨物等省令のマトリクス

１．武器 /  ２．原子力 / ３．化学兵器 / 
 ４．ミサイル /

 ７．エレクトロニクス /
１０．センサー /

９．通信 /
１１．航法装置 / １２．海洋関連 / 
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非該当証明書発行に当たってのポイント

税関等から該非判定を適切に行っているか を 問われる場合がありま
すので、リスト規制非該当を示す非該当証明書をご用意頂くことをお薦
めします。なお、非該当証明書は当省に対して提出する書類ではありま
せん。

（１）輸出者がメーカー等に「非該当証明書」を求める場合
① 現行の規制リストの仕様に照らして、輸出貿易管理令別表第１の
１項から１５項のいずれにも当てはまらない根拠をメーカー等に確
認しておく必要があります。

②当てはまらない場合でも、通常、１６項には当てはまりますので 、
輸出者は用途や需要者のチェックをしてください。

（２）メーカー等が輸出者に対して「非該当証明書」を発行する場合
①現行の規制リストの仕様に照らして、輸出貿易管理令別表第１の１
項から１５項のいずれにも当てはまらない根拠を輸出者や税関に明
らかにできるようにしておく必要があります。

②当てはまらない場合でも、通常、１６項には当てはまりますので 、
用途や需要者のチェックをするよう、メーカー等はその旨を輸出者
に伝えてください。

13



特別一般包括許可証の使用に係るチェックリスト（貨物） 例

貨物・技術名

政令 輸出令 項 （ ）

省令 条 項 号

仕向地

（注）ストック販売を行う場合には、予定され
る需要者及び仕向地について上記と同様
のチェックを行い、「特別一般包括許可証を
使用して輸出可能」な場合には特別一般包
括許可を適用できない第三国にて転売され
ることがないかを確認。

（注）該当項番を間違えると、適用可能の国が変わってくるので貨物等省令の条号まで正確に判定すること。

返送に係る輸出の仕向地がイラン又は輸出令別表
３の２に掲げる地域か。

はい ・ いいえ

特別一般包括許可証を使
用して輸出する前に、経済
産業省へ届け出ること

その他の軍事用途に用いられるか。 はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

（注）貨物の該当項番と仕向地の組み合わせが、
特別一般包括輸出許可マトリックスで「特別一般」と
なっ ているか？

包括許可証が失効するため、個別
許可の申請が必要

特別一般包括許可証を使
用して輸出した後、経済
産業省へ報告すること

特別一般包括許可証を使用して輸出可能

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ はい ・ いいえ

はい ・ いいえ はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

該当項番

はい ・ いいえ仕向地は輸出令別表第３の国か。

適用可 ・ 否

返送に係る輸出の要件を満たして、かつ、必要な書
類をすべて入手又は作成できるか。

その他の軍事用途に用いられるか。

はい ・ いいえ 核兵器等の開発等に用いられるか。

核兵器等の開発等に用いられる疑いがある
か。

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ
その他の軍事用途に用いられる疑いがある
か。

その他の軍事用途に用いられる疑いがあるか。

核兵器等の開発等に用いられる疑いがあるか。

経済産業省から核兵器等の開発等に用いられ
るおそれがあるものとして通知を受けたか。

核兵器等の開発等又は核兵器等開発等省令の別
表に掲げる行為に用いられるおそれがあるか。
又は、経済産業省から核兵器等の開発等に用いら
れるおそれがあるものとして通知を受けたか。

輸出される貨物の需要者が軍若しくは軍関係機関
又はこれらに類する機関であるか。

核兵器等の開発等に用いられるか。

イラン又は輸出令別表３の２に掲げる地域を経
由していないか。

はい ・ いいえ

14



包括許可の適用可否判断

許可の範囲は、貨物·技術と仕向地/提供地で異なります！

（「包括許可取扱要領」の別表A、別表B（包括許可マトリックス）で確認）
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（３）輸出管理内部規程関連資料
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（４）規制の法律体系、外国為替

及び外国貿易法関係法令（抄）



【リスト規制の法律体系】

１．モノの輸出

●外国為替及び外国貿易法 第４８条第１項

○輸出貿易管理令 第１条各項、別表第一の１～１５の項

２．技術の提供

●外国為替及び外国貿易法 第２５条第１項、第３項

○外国為替令 第１７条第１項、第２項、別表の１～１５の項

３．モノの仲介貿易

●外国為替及び外国貿易法第２５条第４項

○外国為替令 第１７条第３項第一号、輸出令別表第一の１の項

４．技術の仲介取引

●外国為替及び外国貿易法 第２５条第１項、第３項

○外国為替令 第１７条第１項、別表の１の項

◇貿易関係貿易外取引等に関する省令 第９条第２項第五号

※ゴシック体の太字表記は、直接の規制条項
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【キャッチオール規制の法律体系】

１．モノの輸出

●外国為替及び外国貿易法 第４８条第１項

○輸出貿易管理令 第４条第１項第三号、別表第一の１６の項

イ、ロ＝大量破壊兵器キャッチオール規制

ハ、ニ＝通常兵器キャッチオール規制

イ、ハ＝「客観要件」（※注１）

ロ、ニ＝「インフォーム要件」

（※注１）

イ：「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある

場合を定める省令」

ハ：「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の項の中欄に掲げる貨物（核

兵器等に該当するものを除く。）の開発、製造又は使用のために用

いられるおそれがある場合を定める省令」

２．技術の提供

●外国為替及び外国貿易法 第２５条第１項、第３項

○外国為替令 第１７条第１項、第５項、別表の１６の項

◇貿易関係貿易外取引等に関する省令 第９条第２項第七号

イ、ロ＝大量破壊兵器キャッチオール規制

ハ、ニ＝通常兵器キャッチオール規制

イ、ハ＝「客観要件」（※注２）

ロ、ニ＝「インフォーム要件」

（※注２）

イ：「貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号イの規定

により経済産業大臣が告示で定める提供をしようとする技術が核

兵器等の開発等のために利用される恐れがある場合」（告示）

ハ：「経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管

理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当する

ものを除く。）の開発、製造又は使用のために利用されるおそれが

ある場合」（告示）
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３．モノの仲介貿易

●外国為替及び外国貿易法第２５条第４項

○輸出貿易管理令別表第一の２～１６の項

○外国為替令 第１７条第３項第二号

イ、ロ＝大量破壊兵器キャッチオール規制、

イ＝「客観要件」（※注３）

ロ＝「インフォーム要件」

（※注３）

イ：外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する

取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられる恐れがある

場合を定める省令」

４．技術の仲介取引

●外国為替及び外国貿易法 第２５条第１項、第３項

○外国為替令 第１７条第１項、第５項、別表の２～１６号

◇貿易関係貿易外取引等に関する省令 第９条第２項第六号

イ、ロ＝大量破壊兵器キャッチオール規制、

イ＝「客観要件」（※注４）

ロ＝「インフォーム要件」

（※注４）

イ：貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第六号イの規定に

基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第六号イ

の規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が

核兵器等の開発等のために利用される恐れがある場合」（告示）

※ゴシック体の太字表記は、直接の規制条項
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外国為替及び外国貿易法 （昭和二十四年法律第二百二十八号）

37

（目的）
第一条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、

対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並び
に我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安
定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第六条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。
一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属

の島をいう。
二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
五．「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有す

る法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権がある
と否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。

六．「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。

（役務取引等）
第二十五条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定

める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術（以下「特定技術」という。）
を 特定の外国（以下「特定国」という。）において提供することを目的とする取引を行お
うとす る居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的
とする取引 を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経
済産業大臣の許 可を受けなければならない。

２ 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術
を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは
非 居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を
行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける
義務を課 することができる。

３ 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対
し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができ
る。

一 第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に
掲げる行為
イ 特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図

画又は記録媒体（以下「特定記録媒体等」という。）の輸出

ロ 特定国において受信されることを目的として行う電気通信（電気通信事業法（昭和五十
九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。）による特
定 技術を内容とする情報の送信（本邦内にある電気通信設備（同条第二号に規定する電
気通 信設備をいう。）からの送信に限る。以下同じ。）

ニ (略)

４ 居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められ
るものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関す
る 取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大
臣の許可を受けなければならない。

（制裁等）
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第二十五条の二 経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取 引
を行った者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術（以
下この条において「貨物設計等技術」という。）を外国において提供し、若しくは非居住者
に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情
報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出（以下「技術記録媒
体等輸出」という。）若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信によ
る貨物設計等技術を内容とする情報の送信（以下「国外技術送信」という。）を行い、又は
特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

２ 経済産業大臣は、前条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課
された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引又は行為を行った者に
対し、一年以内の期間を限り、貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に
提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出若しくは国外
技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することが
できる。

３ 経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行った者
に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売
買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することがで
きる。

（輸出の許可等）
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定め

る特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めると
ころにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

（制裁）
第五十三条 経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨

物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国におい
て提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特
定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による
特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。

２ 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれら
に基づく処分に違反した者（前項に規定する者を除く。）に対し、一年（第十条第一項に規
定する対応措置（第四十八条第三項又は前条に係るものに限る。）に違反した者にあつては、
三年）以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。

３ 第一項又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者（第1項に
規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした
者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若
しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。）が個人である場合に
あつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範
囲の業務を営む法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この項及び次項において同じ。）の当該業務を担当する役員（業務を執行する社員、取
締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる
名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表
者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
次項において同じ。）となることを禁止することができる。

４ 第一項又は第二項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となった事実及
び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保する
ためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産
業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を
定めて、
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当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当す
る役員となることを含む。）を禁止することができる。
一 当該違反者が法人である場合 その役員及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内におい

てその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用
人（以下この号及び次号において単に「使用人」という。）及び当該禁止の日前六十日
以内 においてその使用人であつた者

二 当該違反者が個人である場合 その使用人及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内にお
いてその使用人であつた者

（その他の報告）
第五十五条の八 この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成する

ため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為
若 しくは支払等を行い、若しくは行った者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の
内容 その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

（輸出者等遵守基準）
第五十五条の十 経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四

十八条第一項に規定する輸出（以下「輸出等」という。）を業として行う者（以下「輸出者
等」という。）が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準（以下「輸出者等遵守基準」とい
う。）を定めなければならない。

２ 輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によって提供しようとする特定技術
又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の
貨 物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行
うに 当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

３ 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であっ
て、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域
を 仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるも
のと して経済産業省令で定めるものをいう。

４ 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。

（指導及び助言）
第五十五条の十一 経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると

認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従った輸出等が行われるよう必要な指
導 及び助言をすることができる。

（勧告及び命令）
第五十五条の十二 経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出 者

等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等
遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

２ 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該
勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（立入検査）
第六十八条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の 適

用を受ける取引、行為若しくは支払等を行った者又はその関係者の営業所、事務所、工場そ
の他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることが
できる。
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第六十九条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役若しくは二千万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円
を 超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命
令の規定で定める取引をした者

二 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める
貨物の輸出をした者

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるとき
は、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 特定技術であって、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のた
めの装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令
で定めるもの（以下この項において「核兵器等」という。）の設計、製造若しくは使用に
係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵（次号において「開発等」とい
う。）のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使
用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受
けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者

二 第四十八条第一項の特定の種類の貨物であって、核兵器等又はその開発等のために用い
られるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五
条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をし
た者又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規
定で定める輸出をした者

３ 第一項第二号及び前項第二号（貨物の輸出に係る部分に限る。）の未遂罪は、罰する。

第六十九条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超
えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目
的とする取引をした者

二 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定め
る行為をした者

三 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
四 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした
五 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者

２ 前項第二号（第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。）の未遂罪は、罰する。

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えると
き は、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

十六 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定
める行為をした者

十七 第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定
める役務取引をした者

十八 第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行っ
た者

十九 第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは
技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは
技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者

二十 第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨
物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
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三十二 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若
しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して
輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者

三十三 第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入
をした者

三十四 第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三十五 第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四 十

八条第一項の許可の条件に違反した者
三十六 偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定

に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三
項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受
けた者

２ 前項第十六号（第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。）の未遂罪は、罰する。

第七十条の二 第十八条の四（第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において
準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
る。

十 第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反した者

第七十二条 法人（第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項、第二十八条第八 項
並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同
じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業 務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
そ の法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第六十九条の六第二項 十億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超 え
るときは、当該価格の五倍以下）の罰金刑

二 第六十九条の六第一項 七億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超 え
るときは、当該価格の五倍以下）の罰金刑

三 第六十九条の七 五億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるとき
は、当該価格の五倍以下）の罰金刑

四 第七十条の二 三億円以下の罰金刑
五 第七十条又は前二条 各本条の罰金刑

２ 前項の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑
を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

３ 第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項、第二十八条第八項並びに第五十
五条の五第二項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は
管 理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟
に関する法律の規定を準用する。

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為
について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者
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（輸出の許可）
第一条 外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。）第四

十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、
別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

２ 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に
従い、当該許可の申請をしなければならない。

（特例）
第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一

の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券（航空貨物運送証
その他船荷証券に準ずるものを含む。）により運送されたもの（第三号及び第四号において
「外国向け仮陸揚げ貨物」という。）を輸出しようとするとき（別表第三に掲げる地域以外
の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、次に掲げるいずれの場合にも該当
しないときに限る。）。
イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のため装

置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程
若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（ロ、第三号及び第十四条において
「核兵器等」という。）の開発、製造、使用又は貯蔵（ロ及び同号において「開発
等」という。）のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めると
き。

ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大
臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備

用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸
出するもの

ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸
出に対する制限を免除されているもの

ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定

めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定

めるもの
三 別表第一の一六の項に掲げる貨物（外国向け仮陸揚げ貨物を除く。）を同項の下欄に掲
げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも（別
表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、イ、
ロ及びニのいずれの場合にも）該当しないとき。
イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省

令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大

臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除く。

ニにおいて同じ。）の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合とし
て経済産業省令で定めるとき。
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ニ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用
いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受
けたとき。

四 別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であって、総価額が百万円
（別表第三の三に掲げる貨物にあっては、五万円）以下のもの（外国向け仮陸揚げ貨物を
除く。）を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき（別表
第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、前号のイ、
ロ及びニのいずれの場合にも（別表第三の二に掲げる地域（イラク及び北朝鮮を除く。）
を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合に
も）該当しないときに限る。）。

（使用人）
第十条 法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる

者とする。
一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定め

る者
二 法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに

準ずる者として経済産業省令で定める者（前号に掲げる者を除く。）

（核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物）
第十四条 法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の頁

（（五）、（六）及び（十）から（十二）までを除く。）及び同表の二から四までの項の中
欄に掲げる貨物（核兵器等を除く。）とする。



輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

（平成十三年十二月二十八日経済産業省令第二百四十九号）

輸出貿易管理令 （昭和二十四年政令第三百七十八号）第四条第一項第三号イの規定に基づき、

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。

一 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。）において、当該貨物が核

兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれら

を運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が

三百キロメートル以上のもの（以下本則において「核兵器等」という。）の開発、製造、使

用若しくは貯蔵（以下「開発等」という。）若しくは別表に掲げる行為のために用いられる

こととなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等

の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者

若しくはこれらの代理人（以下「輸入者等」という。）から連絡を受けたとき。

二 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示
で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは
記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者
等から連絡を受けたとき（当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵
器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。）
。

三 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告

示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若し

くは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨

輸入者等から連絡を受けたとき（当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物

が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除

く。）。

別表
一 原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質若しくは

同条第三号に規定する核原料物質の開発等（沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉（以下

「軽水炉」という。）の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている

場合を除く。）又は核融合に関する研究（専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関する

ものであることが明らかにされている場合を除く。）

二 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平

成三年通商産業省令第四十九号）第一条第二号に規定する原子炉（発電の用に供する軽

水炉を除く。）又はその部分品若しくは附属装置の開発等

三 重水の製造
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号

。以下「規制法」という。）第二条第九項に規定する加工

五 規制法第二条第十項に規定する再処理
六 化学物質の開発若しくは製造（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）、微生物若し

くは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機（本則第一号に規定する核兵器、軍用の化

学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるもので

あってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものを除く。）の開発等又は宇

宙に関する研究（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって、軍若しくは国防に

関する事務をつかさどる行政機関が行うもの若しくはこれらの者から委託を受けて行うこと

が明らかにされているもの。
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輸出貿易管理令第４条第１項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償

で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨

物（平成１２年１２月１８日告示第７４６号）

輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）第４条第１項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経

済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべき

ものとして無償で輸出する貨物を次のように定め、平成１３年１月６日から施行する。

一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの（１から５までの

項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。）

１ 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの
２ 本邦において映画を撮影するために入国した映画製作者が輸入した映画撮影用の機械及び器具

３ 本邦において開催された博覧会、展示会、見本市、映画祭その他これらに類するもの（４に
掲げるものを除く。）に外国から出品された貨物であって、当該博覧会等の終了後返送されるも

の（輸出貿易管理令別表第４に掲げる地域（以下「特定地域」という。）以外の地域から輸入さ

れた貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるものを除く。）

４ 保税展示場で開催された国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものの運営又はこれら

の施設の建設、維持若しくは撤去のために必要な貨物であって、当該国際博覧会等の終了後返

送されるもの（特定地域以外の地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返

送されるものを除く。）

５ 物品の 一 時 輸 入 のための通関手帳に関する通関条約（ＡＴＡ条約）第１条（ｄ）に規定する
ＡＴＡカルネ（以下「通関手帳」という。）により輸入された貨物であって、通関手帳により輸
出されるもの

６ 一 時 的 に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第

１の９の項の中欄に掲げる貨物（（７）、（８）、（１０）又は（１１）のいずれかに掲げる貨

物に係る部分に限る。）であって、輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき

貨物又は技術を定める省令（平成３年通商産業省令第４９号。以下「貨物等省令」という。）第

８条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められ

るもの

７ 一 時 的 に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第

１の１２の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第１１条第十三号に該当するもののう

ち、本人の使用に供すると認められるもの

８ 輸出貿易管理令別表第１の２の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第１条二十二号ロ（

四）に該当するもの、同表の３の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第２条第２項第二号

若しくは第七号に該当するもの又は同表の５の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第４

条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸入した

貨物であって、輸入した後返送のため輸出するもの（特定地域を仕向地として輸出する貨物を

除く。）

９ 本邦において原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２条第二号に規定す

る原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助

の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物であって、当該援助の終了後返送の

ために輸出するもの

二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの（３及び４の項に規

定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。）

１ 国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和６２年法律第９３号）に基づき派遣される国際緊急

援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当該援助活動の
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終了後本邦に輸入すべきもの、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成４

年法律第７９号）に基づき派遣される国際平和協力隊、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組

員たる海上保安庁の職員及び自衛隊の部隊等（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第８条

に規定する部隊等をいう。）が国際平和協力業務の用に供するために輸出する貨物であって、

当該業務の終了後本邦に輸入すべきもの、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確

保するための措置に関する法律（平成１１年法律第６０号）に基づく後方支援活動及び捜索

救助活動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入

すべきもの、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成１２年法律

第１４５号）に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の

用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入すべきもの

、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が

実施する措置に関する法律（平成１６年法律第１１３号）に基づく自衛隊による行動関連措

置の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該措置の終了後本邦に輸入すべき

もの、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

（平成１６年法律第１１６号）に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために自衛隊が

輸出する貨物であって、当該停船検査又は回航検査の終了後本邦に輸入すべきもの、海賊行

為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律（平成２１年法律第５５号）に基づく海上保安

庁による海賊行為への対処の用に供するために海上保安庁が輸出する貨物であって当該海賊

行為への対処の終了後本邦に輸入すべきもの若しくは同法に基づく自衛隊の部隊による海賊

対処行動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって当該海賊対処行動の終了後本邦

に輸入すべきもの、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対す

る協力支援活動等に関する法律（平成２７年法律第７７号）に基づく協力支援活動及び捜索

救助活動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入

すべきもの、自衛隊法第８４条の３に基づく在外邦人等の保護措置の用に供するために自衛

隊が輸出する貨物であって、当該措置の終了後本邦に輸入すべきもの又は同法第８４条の４

に基づく在外邦人等の輸送の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該輸送の

終了後本邦に輸入すべきもの

２ 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約に基づく援助の用に供す

るために援助を要請する締約国に輸出される資材又は機材であって、当該援助の終了後本邦

に輸入すべきもの

３ 貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成１０年通商産業省令第８号）第９条第２項第三

号に該当する技術協力であって国際協力機構が派遣する専門家が行うものの用に供するため

に輸出される貨物であって、当該技術協力の終了後本邦に輸入すべきもの

４ 第１種電気通信事業者が国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出する復

旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復旧作業及び障

害防止作業の終了後本邦に輸入すべきもの

５ 一 時 的 に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第１の９

の項の中欄に掲げる貨物（（７）、（８）、（１０）又は（１１）のいずれかに掲げる貨物に

係る部分に限る。）であって、貨物等省令第８条第九号から第十二号までのいずれかに該当す

るもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

６ 一 時 的 に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第１の

１２の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第１１条第十三号に該当するもののうち、

本人の使用に供すると認められるもの
７ 輸出貿易管理令別表第１の２の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第１条二十二号

ロ（四）に該当するもの、同表の３の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第２条第２項

第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の５の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等

省令第４条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物とし

て輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの（特定地域を仕向地として輸出する貨

物を除く。）
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外国為替令（昭和五十五年十月十一日政令第二百六十号））

（役務取引の許可等）
第十七条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使

用に係る技術（以下この項、次項及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。）を特

定の外国（以下この項において「特定国」という。）において提供することを目的とする取引又

は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同

表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表

下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。

２ 法第二十五条第三項第一号に定める行為をしようとする者（当該行為に係る特定技術を提供す

ることを目的とする取引について同条第一項の許可を受けている者を除く。）は、経済産業省令で

定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該

行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為

については、この限りでない。

３ 法第二十五条第四項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借

又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。

一 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨
物の売買、貸借又は贈与に関する取引

二 輸出貿易管理令別表第一の二から一 六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動

を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引（当該取引に係る貨物の船積地域又は仕

向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。）であつて、次のいずれかに該当するも

の

イ 当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散
布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつて
その射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（ロ及び第二十七条第二項におい
て「核兵器等」という。）の開発、製造、使用又は貯蔵（ロにおいて「開発等」という。）のた
めに用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における
当該取引

ロ 当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものと

して経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引

４ 法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済

産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。

５ 第一項又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみ

て法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条一項

又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

（核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等）
第二十七条 法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は

、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬するこ

とができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上の

ものとする。

２法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中に
掲げる技術（輸出貿易管理令別表第一の一の項（五）、（六）及び（十）から（十二）までに掲げる
貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。）とする。
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貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成十年三月四日通商産業省令第八号）

（許可を要しない役務取引等）
第九条 令第十七条第二項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれ

かに該当する行為とする。

一 次項各号に掲げる取引に関する行為
二 法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供

を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為

２ 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに

該当する取引とする。

一 経済産業大臣が行う取引
二 令別表中欄に掲げる技術（宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に

関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。）を本邦又は外国（輸出貿易

管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。）別表第三に掲げ

る地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。）において居住者又は外国の

非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの

二の二 令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする

取引であって、居住者が行うもの

三 日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関

する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引

三の二 核兵器の不拡散に関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と
国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第三条１及び４の規定の
実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国
際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引

三の三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成七年法律第六十五号）

第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の

禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を

有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国

際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し

、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去す

るときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引

四 法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあ

らかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当

該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合に

おける、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該

技術を提供することを目的とする取引

五 外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術（当該技術を内容とす

る情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内に

ある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術

を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。）に係る取引であっ

て、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文

書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容と

する情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のた

めの出国を伴わないもの（以下「外国間等技術取引」という。）。ただし、当該技術を

内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相

互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通
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信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うも

のを除く。

六 外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術（当該技術

を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、

本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当

該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。）に係る外国間

等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、

図画若しくは記録媒体の外国（輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この

号において同じ。）相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国

以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であ

って居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための

装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程

若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（以下「核兵器等」という。）の開発

、製造、使用又は貯蔵（以下「開発等」という。）のために利用されるおそれがある場

合として経済産業大臣が告示で定めるとき

ロ 当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大

臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき

七 前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取
引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若し

くは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わない

もの又は次に掲げるいずれの場合にも（本邦又は外国（輸出令別表第三の二に掲げる地域

以外の外国をいう。以下この号において同じ。）において居住者又は外国の非居住者に提

供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも）該当しない

もの

イ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業

大臣が告示で定めるとき。

ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業

大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

ハ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除

く。ニにおいて同じ。）の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合とし

て経済産業大臣が告示で定めるとき。

ニ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のため

に利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を

受けたとき

八 削除
九 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引（特定

の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。）であって、以下のいずれかに

該当するもの

イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不

特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引

ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技

術を提供する取引

ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な

技術を提供する取引

ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引

ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特
定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
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十 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引

十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提

供する取引

十二 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術（プログラム及び経済産業大臣が告示

で定めるものを除く。）であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最

小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引（輸出の許可を受

けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。

）。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれか

に該当するものを除く。

イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
十三 プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術（プログラム及び経済産業大臣

が告示で定めるものを除く。）であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又

は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対し

て提供する取引（役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のい

ずれか遅い日以降に提供されるものに限る。）。ただし、当該技術のうち、保守又は修理

に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。

イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれる

もの

十四 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの

イ 令別表中欄に掲げるプログラム（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であっ

て、次の（一）及び（二）に該当するものを提供する取引。ただし、外国（輸出令別表第

三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。）において提供する取引

（販売されるものに限る。）又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ

、ロ及びニのいずれかに（輸出令別表第三の二に掲げる地域に該当する外国において提

供する取引（販売されるものに限る。）又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供

する取引にあっては、第七号イからニまでのいずれかに）該当するものを除く。

（一） 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者（民間
事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号。以下「信書便
法」という。）第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定す
る特定信書便事業者をいう。以下同じ。）による同条第二項に規定する信書便（以
下「信書便」という。）若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫
から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの

（二）当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不

要であるように設計されているもの

ロ 削除

ハ 輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）と同
時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いか
なる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引

ニ役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の（一）又は（二）に該当す

るプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供す

る取引

（一） 許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの

（二） 本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供
されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの
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ホ 令別表の四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム（オブジェクトコードのも

のに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）の取引であって、貨物（輸出

令別表第一の四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）の輸出に付随する据

付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人

又は需要者に対して提供する取引（輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効

した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が

当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を

提供するものを除く。）

ヘ 令別表の四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム（オブジェクトコードのもの

に限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）の取引であって、プログラム（同

表の四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）の提供に付随するインストール

、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの

取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引（役務取引の許可を受けた日又は当

該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するもの

に限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上す

るもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するもの

を除く。）

十五 本邦において原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第二条第

二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生し

た場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随し

て提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随

して提供する取引

十六 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引
であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明におい
て必要となるもの
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貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号イの規定により経済産業大臣が

告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあ

る場合

（平成13年12月28日経済産業省告示第759号）

貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号イの規定により経済産業大臣が

告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあ

る場合は、次に掲げるときとする。

一 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しく

は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。）に

おいて、当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布の

ための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であっ

てその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器

等」という。）の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。）若しくは

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成

13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨記載され

、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術が核兵器等の

開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定

める省令別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨当該取引の相手方若しくは

当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人(以下「相手方等」という。）から連絡

を受けたとき。

二 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表

に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、

若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が

核兵器等の開発等を行う旨相手方等から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに取引

の条件及び態様から、当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等の

ために用いられるおそれがある場合を定め

る省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが明らかなときを除く。）。
三 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表

に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行った旨記載され

、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者

が核兵器等の開発等を行った旨相手方等から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに

取引の条件及び態様から、当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発

等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利

用されることが明らかなときを除く。）。

別表
一 その取引に関し、相手方等から入手したパンフレット又は最終製品のカタログ及びそ

の他の取引を行おうとする者が入手した文書等

二 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第４条第１項第三号イに規定する核兵器等の開

発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等

三 前二号に掲げるもののほか、その取引に際して、取引を行おうとする者がその内容を
確認した文書等
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外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に
基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
（４貿局第４９２号（H4.12.21）
経済産業省貿易経済協力局 最終改正：輸出注意事項2021第30号
（R3.11.18公布、R4.5.1施行））

サ 取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものをいい、提

供することを目的とする取引とは、特定国において又は特定国の非居住者に対して技

術を提供することを内容とする取引をいう。

なお、次の①から③までに掲げる者（自然人である居住者に限る。以下「特定類

型」という。）に対して技術を提供する取引（以下「特定取引」という。）は、特定

国の非居住者に対して技術を提供することを内容とする取引とする。また、取引の相

手方が特定類型に該当するか否かの確認については、別紙１－３にガイドラインを示

す。

① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」とい

う。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若

しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用

契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外

国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは

当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）

（イ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を

締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本

邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、

当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対

する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外

国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国

法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先

すると合意している場合

（ロ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を

締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本

邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該

本邦法人の議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は

当該本邦法人により議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有される外国

法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の

契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に

服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合

② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年

間所得のうち２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得

ることを約している者

③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者

別紙１省略

（注：「外為令別表中解釈を要する語」は、省略｡）

（経済産業省安全保障貿易管理のホームページ上の「技術のマトリクス表」

（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html）を参照ください。）
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別紙１－２ いわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈

1. 情報を保管し利用するためのサーバーを提供するサービス（ストレージサービス）において

は、当該サービス利用者が意図するとしないとにかかわらず、国外に設置されたサーバーに情

報が保管される可能性がある。

他方で、ストレージサービスを利用するための契約は、サービス利用者が自らが使用するため

にサービス提供者のサーバーに情報を保管することのみを目的とする契約である限りにおいて、

サービス利用者からサービス提供者等に情報を提供することを目的とする取引にあたらないた

め、外国に設置されたサーバーに特定技術が保管される場合であっても、原則として外為法第

２５条第１項に規定する役務取引に該当せず、同条に基づく許可を要しない。したがって、外

為法第２５条第３項の対象にも該当しない。

ただし、実質的にはサービス利用者からサービス提供者等に特定技術を提供することを目的と

する取引であると認められる場合は、外為法第２５条第１項に定める役務取引に該当する。例

えば、保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用できることを知りながら契

約を締結する場合には、当該契約は特定技術の情報を提供することを目的とする取引とみなす。

また、契約を開始した後に、保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用して

いることが判明したにもかかわらず、契約関係を継続する場合には、当該事実が判明してから、

保管した特定技術の削除に必要な時間を経過した時点をもって、当該特定技術の提供を目的と

する取引が開始するものとみなす。

なお、サービス利用者が第三者に特定技術を提供するためにストレージサービスを利用する場

合は、当然ながら、当該サービス利用者から当該第三者に対する特定技術の提供を目的とする

取引となる。

2. 情報を保管し利用するためのサーバーを提供するサービス（ストレージサービス）においては、

当該サービス利用者が意図するとしないとにかかわらず、国外に設置されたサーバーに情報が

保管される可能性がある。

サーバー上に存在するプログラム（アプリケーションソフトウェア等）を、インター

ネットを介して、他者がダウンロードすることなく利用できる状態にするサービス

（ＳａａＳ等）を提供することは、プログラムをサービス利用者にとって利用できる

状態に置くことを目的とする取引であり、提供を目的とする取引にあたるため、当該

プログラムが特定技術であれば、外為法第２５条第１項に定める役務取引に該当する。

ただし、貿易外省令第９条第２項第十四号イの要件を満たすプログラムについては、

役務取引許可は不要である。

なお、当該プログラムの提供の時点は、サービス提供者がプログラムをサービス利用
者にとって利用できる状態に置いた時点であり、役務取引許可申請が必要な場合に
あっては、それ以前に許可を得る必要がある。



55

別紙１－３ 特定類型の該当性の判断に係るガイドライン

特定類型の該当性を判断するためのガイドラインを次のとおり提示する。本ガイドライン
に従った確認をすれば、取引の相手方となる居住者（自然人に限る。別紙１－３、別紙１
－４及び別紙３において同じ。）に対して技術を提供するにあたり、当該居住者が特定類
型に該当するか否かにつき、通常果たすべき注意義務を果たしているものと解される。

１ 特定類型①又は②の該当性確認
（１） 当該居住者が提供者の指揮命令下にない場合

ア 役務取引を実施するまでの間に商慣習上当該取引を行う上で通常取得することと
なる契約書等の書面（以下単に「契約書等」という。）において記載された情報から
特定類型①又は②に該当することが明らかである場合において、漫然と当該居住者に
対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解
される。
なお、役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類型

①又は②に該当することが明らかでない場合は、追加で確認を行うことは求められな
い。

イ 特定類型①又は②に該当する可能性があると経済産業省から連絡を受けた場合に
おいて、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義
務を履行していないことと解される。

（２） 当該居住者が提供者の指揮命令下にある場合
ア 当該居住者が指揮命令に服した時点において、特定類型①又は②に該当するか否
かを当該居住者の自己申告（別紙１－４参照）によって確認した上で、指揮命令に服
する期間中において、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合に、報告
することを求めている場合は、通常果たすべき注意義務を履行しているものと解され
る。また、当該居住者が令和４年５月１日時点で既に指揮命令下にある場合であって、
指揮命令に服する期間中において、新たに特定類型①又は②に該当することとなった
場合に報告することを求めている場合は、通常果たすべき注意義務を履行しているも
のと解される。

なお、就業規則等の内部規則において、副業行為を含む利益相反行為が禁止又は申
告制になっている場合は、指揮命令に服する期間中において、新たに特定類型①又は
②に該当することとなった場合に、報告することを求めていることと解される。

イ 特定類型①又は②に該当する可能性があると経済産業省から連絡を受けた場合に
おいて、漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義
務を履行していないことと解される。

２ 特定類型③の該当性確認
（１） 当該居住者が提供者の指揮命令下にない場合及び指揮命令下にある場合

ア 役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類型③
に該当することが明らかである場合において、漫然と当該居住者に対して技術の提供
を行う場合に限定して、通常果たすべき注意義務を履行していないことと解される。

なお、役務取引を実施するまでの間に契約書等において記載された情報から特定類
型③に該当することが明らかでない場合は、追加で確認を行うことは求められない。

イ 特定類型③に該当する可能性があると経済産業省から連絡を受けた場合において、
漫然と当該居住者に対して技術の提供を行う場合は、通常果たすべき注意義務を履行
していないことと解される。
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＜参考＞
「外為法等遵守事項」は「輸出管理内部規程の届出等について」（平成17年2月25日平成17･02･23

貿局第6号）の別紙１として定められております。

外為法等遵守事項

Ⅰ基本方針

組織の基本方針として、外為法を始めとする輸出関連法規（輸出者等遵守基準並びにリス
ト規制、大量破壊兵器キャッチオール規制及び通常兵器補完的輸出規制を含む。）の遵守を
明確に定め、届出者の責任において、これを周知徹底し、かつ、実行すること。

Ⅱ 個別事項（輸出者等遵守基準並びにリスト規制、大量破壊兵器キャッチオール規制及

び通常兵器補完的輸出規制に対応していること。）

１ 輸出管理体制（輸出者等遵守基準を定める省令（平成21年経済産業省令第60号

。以下「遵守基準省令」という。）第１条第一号並びに第二号イ及びロ関係）

組織を代表する者を輸出管理の最高責任者（遵守基準省令第１条第二号イの統括責任

者に相当する。）とし、輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすること（

遵守基準省令第１条第一号並びに第二号イ及びロを含む。）。

２ 取引審査（該非判定（遵守基準省令第１条第一号イの該非確認を含む。以下同じ。

）を含む。）（遵守基準省令第１条第一号イ並びに第二号ハ及びニ関係）

（１）取締役又は執行役若しくは執行役員（ただし、会社以外にあってはそれに相当
する者。以下「取締役等」という。）が取引審査の最終判断権者（以下「最終判断
権者」という。）となり、疑義ある取引の遂行を未然に防止すること。ただし、当
該最終判断権者の権限は、輸出管理内部規程の定めるところにより、その一部を
他の取締役等又は取締役等に準ずる者に委任することができる（遵守基準省令第
１条第一号ロ及び第二号ロを含む。）。

（２）該非判定に関して手続を明確にし、実施すること（遵守基準省令第１条第一

号イ及び第二号ハを含む。）。

（３）用途及び需要者等を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の
確認を行うこと（遵守基準省令第１条第二号ニを含む。）

（４）特定重要貨物等の輸出等については、特定重要貨物等の用途及び技術を利用する
者又は貨物の需要者の確認の適正な実施に当たり必要となる情報を、技術を利用する
者又は貨物の需要者以外の者から入手する場合には、当該情報の信頼性を高めるた
めの手続を定め、当該手続に従って用途及び技術を利用する者又は貨物の需要者の確
認を行うこと（遵守基準省令第１条第二号ニを含む。）

３ 出荷管理（遵守基準省令第１条第二号ホ関係）

（１）輸出等を行おうとする際に、出荷を行おうとする貨物及び技術と当該貨物及

び技術の輸出関連書類等（輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。）をいう。以下同じ。）に記載され、又は記録された当

該貨物等を特定する事項が同一であることの確認を行うこと（遵守基準省令第１

条第二号ホを含む。）。

（２）通関時の事故が発生した場合には、輸出管理部門に報告すること。

４ 監査（遵守基準省令第１条第二号ヘ関係）

輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係

る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施すること（遵守基準省令第１

条第二号ヘを含む。）。

57



５教育（指導及び研修を含む。）（遵守基準省令第１条第一号ロ及び第二号ト関係）
輸出等の業務に従事する者（遵守基準省令第１条第一号イの該非確認責任者及び遵

守基準省令第１条第二号イの統括責任者を含む。）に対し、最新の法及び法に基づく命
令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うとともに、輸出等
の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施する
こと（遵守基準省令第１条第一号ロ及び第二号トを含む。）。

６ 資料管理（遵守基準省令第１条第二号リ関係）

（１）すべての輸出関連書類等に事実を正確に記載し、又は記録すること。

（２）輸出関連書類等を貨物の輸出時・技術の提供時から少なくとも７年間保存するこ
と（遵守基準省令第１条第二号リを含む。）。ただし、輸出貿易管理令（昭和24年
政令第378号）別表第１又は外国為替令（昭和55年政令第260号）別表それぞれ
の５の項から16の項までの中欄に掲げる貨物又は技術については、貨物の輸出時
又は技術の提供時から少なくとも５年間保存すること（特別一般包括許可を受
けた者にあっては、包括許可取扱要領Ⅱ４（１）②に規定する返送に係る輸出
又は包括許可取扱要領Ⅱ４（２）②に規定する返送に係る技術の提供に該当す
るものとして輸出又は技術の提供をした場合（輸出令別表第１又は外為令別表
の２の項から15の項までの中欄に掲げるものであるか、16の項の中欄に掲げるも
のであるか必ずしも明らかでないものの返送に係る輸出又は技術の提供を含む。
）にあっては一律７年間保存すること）。

７ 子会社及び関連会社の指導 （遵守基準省令第１条第二号チ関係）
（１）子会社及び関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行うこと。

（２) 輸出者等の特定重要貨物等の輸出等の業務に関わる子会社に対しては、当
該業務を適正に実施させるため、当該子会社に対する指導及び研修並びに当
該子会社の業務体制及び業務内容の確認（以下「指導等」という。）を行う体制
を定めるとともに、当該指導等を行う手続を定め、当該手続に従って定期的に
当該指導等を行うこと（遵守基準省令第１条第二号チを含む。）

８ 報告及び再発防止（遵守基準省令第１条第一号ロ及び第二号ヌ関係）
関係法令に違反したとき又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣

に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること（遵守基準省令第１条第一

号ロ及び第二号ヌを含む。）（必要に応じ関係者に厳正な処分を行うことを含む。）。
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輸出者等遵守基準を定める省令（経済産業省令第60号平成21年10月16日）

第１条 外国為替及び外国貿易法（以下「法」という。）第55条の10第１項の輸出者等遵守

基準は、次のとおりとする。

一 輸出者等（法第55条の10第１項の輸出者等をいう。次号及び第３条において同じ。）

が遵守すべき基準

イ 法第25条第１項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第48条第
１項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特
定重要貨物等に該当するかどうかの確認（以下この条において「該非確認」という。）
についての責任者（以下この号及び次条において「該非確認責任者」という。）を選任
すること。

ロ 輸出等（法第55条の10第１項の輸出等をいう。次号において同じ。）の業務（該非確
認の業務を含む。次号において同じ。）に従事する者（該非確認責任者を含む。次号に
おいて「輸出等業務従事者」という。）に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知そ
の他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。

二 特定重要貨物等輸出者等（輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若

しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第48条第１項の特定の地

域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。）が遵守すべき基準

イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行

う出等の業務を統括管理する責任者（以下この号及び次条において「統括責任者」

という。）を選任すること。

ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任

並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を

定めること。

ハ 該非確認に係る手続を定めること。

ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途（当該取引の
相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物
等を別の者に提供することをその用途とする場合には、当該別の者の用途を含む。以
下同じ。）及び需要者等（技術取引の相手方若しくは技術を利用する者若しくは貨物の輸入
者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。以下同じ。）を確認する手続を定め、当該手
続に従って用途及び需要者等の確認を行うこと。また、特定重要貨物等の用途及び技
術を利用する者又は貨物の需要者の確認の適正な実施に当り必要となる情報を、技術を
利用する者又は貨物の需要者以外の者から入手する場合には、当該情報の信頼性を高
めるための手続を定め、当該手続に従って用途及び技術を利用する者又は貨物の需要者
の確認を行うこと。

ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務
に関する文書、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚
によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下チにおいて同じ
。）に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おう
とする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。

ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る

手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。

ト 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必

要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。

チ 子会社が輸出者等の特定重要貨物等の輸出等の業務に関わる場合には、当該

業務を適正に実施させるため、当該子会社に対する指導及び研修並びに当該子

会社の業務体制及び業務内容の確認（以下「指導等」という。）を行う体制及び手

続を定め、当該手続に従って定期的に当該指導等を行うように努めること。
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リ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期

間保存するよう努めること。

ヌ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣

に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。

第２条 特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任す

ることができる。

第３条 輸出者等が個人である場合にあっては、第１条第一号ロ中「輸出等（法第55条の
10第１項の輸出等をいう。次号において同じ。）の業務（該非確認の業務を含む。次号

において同じ。）に従事する者（該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従

事者」という。）に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を

遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他

関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中

「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認」とあるのは「

の確認」と「高めるための手続を定め、当該手続に従って」とあるのは「高めるための情報

を入手し、」と読み替えるものとし、同条第一号イ、第二号イからハまで、ヘからチの

規定は、適用しない。

第４条 外国為替令（昭和55年政令第260号）第17条第５項の経済産業大臣が指定した

取引又は輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）第４条第１項に掲げる場合に該

当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第

１条第二号イからリまでの規定は、適用しない。

特定重要貨物等を定める省令（経済産業省令第 61 号 平成 21 年 10 月 16 日）

外国為替及び外国貿易法第55条の10第３項の特定重要貨物等は、外国為替令（昭和55  

年政令第260号）別表の１から15までの項の中欄に掲げる技術及び輸出貿易管理令（昭

和24年政令第378号）別表第１の１から15までの項の中欄に掲げる貨物とする。
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（５）その他
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